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ブルーカーゴ株式会社 

代表取締役社長 水谷 鋭粋 

 

新型コロナウイルス感染症対策に対するお願い（第二報） 

 

5 月 25 日に全国で緊急事態宣言が解除され 1 週間が経過いたしましたが、一部では第二

波の報道もあり 4 月 13 日に掲示しました感染症対策(下記)を引き続き継続して頂きたく改

めてお願い致します。尚マスク手当(100 円/出勤日)に関しましては、マスクの供給不足も緩

和の兆しが見えて参りましたので 5 月末日をもって終了とさせて頂きます。 

 

記 

 

１．「三密厳禁」 

・密閉・密集・密接な場所を避けてください。  

２．「マスク着用」 

  ・工場、本社内及び「人と近づく場所」では、マスクを着用してください。 

３．「手洗いの励行」 

・帰宅時・調理前後・食事前に石鹸やアルコール消毒液で手を洗ってください。 

４．「体調・行動記録管理」 

  ・日々の体温及び行動記録を配布の記録用紙に記入してください。 

５．「出勤停止」 

  ・次のような症状がある際は、上長に連絡のうえ休んでください。 

①新型コロナウイルスに感染した場合 

②新型コロナウイルスの症状（咳や発熱、呼吸器の症状・倦怠感等）がある場合 

③感染者及び濃厚接触者との接触が分かった場合 

    ④その他（感染の不安がある場合等） 

 

 

 

以上 


